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確認者氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（　　　）建築士　　　　（　　）登録第　　　　　　号
　　　　　
建築士事務所名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（　　　）建築士事務所 知事登録第　　　　　　　　 号
　　　年　　月　　日付けで　　　　　　が朝来市既存住宅断熱化促進事業補助金の交付申請をした建築物の耐震性能は、下記のとおりです。下記及び添付書類に記載の事項は、事実に相違ありません。

記
	１　建築物の概要
	(1)所在地
	

	
	(2)補助の種類
	□省エネ診断費補助  □省エネ化改修工事費等補助

	
	
(3)規　模

	地上　　　階　　　地下　　　階

	
	
	建築面積　　　　　　平方メートル

	
	
	延べ面積　　　　　　平方メートル

	２　耐震診断の方法
	(1) (2)の場合以外
	□ 「木造住宅の耐震診断と補強方法」
（□ 一般診断法　□ 精密診断法）
□ 「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」
（□ 一般診断法　□ 精密診断法）
□ 「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」（1996年版、2011年版）
□ 「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」（2017年版）
（□ 第1次診断法　□ 第2次診断法　□ 第3次診断法）
□ 「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」（2009年版）
（□ 第1次診断法　□ 第2次診断法　□ 第3次診断法）
□　建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第3章第8節に規定する構造計算による耐震診断
□　その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

	
	(2) 全体改修又は建替えにより、階数が２以下かつ床面積の合計が500㎡以下の木造住宅とする場合
	□　建築基準法施行令第3章第8節に規定する構造計算による耐震診断
□「木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の基準（案）の概要」（令和４年10月28日に公表されたものを含む。改修を行う場合にあっては、柱の小径に関する規定を除く）又は公布後の基準による構造安全性の確認
□　現行の住宅性能表示制度における耐震等級３
□　現行の住宅性能表示制度における耐震等級２※

	３　改修前における
耐震診断結果
評点　　　　　点
	（所見）

	４　改修後における
耐震診断結果
評点　　　　　点
	（耐震改修の方針）

	
	（具体的な補強方法）

	５　備考
	


【添付書類】耐震性能の確認において参考となる図書
　※同意書の写しを添付すること。なお、建替えにより、階数が２以下かつ床面積の合計が500㎡以下の木造住宅であってZEH水準未満の性能を有する住宅とする場合は、耐震等級２であることを要しない。
